
◆　鎌倉市　重要事項説明書　法令に基づく制限に係る調査窓口一覧 令和６年８月19日現在

号※1 法令名※2 主な概要 該当の有無等※3

都市計画区域 全域
市街化区域・市街化調整区域 全域
用途地域 市街化区域全域
地域地区等（高度地区・高度利用地区・風致地
区・地区計画・市街地開発事業）

該当あり

建築制限（用途地域・地区計画・高度地区・景観
地区、災害危険区域内）

全域

日影規制・斜線制限・絶対高さ制限 全域
市街化調整区域内の建ぺい率・容積率
建築計画概要書・記載事項証明書の交付
道路の確認
道路査定図（市道） 道水路調査課 本庁舎4階
道路査定図（国道・県道） 藤沢土木事務所許認可指導課 藤沢合同庁舎
道路査定図（横須賀水道道） 横須賀市上下水道局(℡：046-823-2125) 横須賀市役所
歴史的風土保存区域 該当あり 区域・内容：都市景観課風致担当

歴史的風土特別保存地区 該当あり
区域：都市計画課都市計画担当
内容：都市景観課風致担当

特別緑地保全地区 該当あり
区域：都市計画課都市計画担当
内容：都市景観課風致担当

緑地保全地域 該当なし
緑化地域 該当なし

5 生産緑地法 生産緑地地区 市街化区域内
区域：都市計画課都市計画担当
区域内行為の制限内容：農水課

本庁舎3階
本庁舎4階

6 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置 該当なし
景観計画区域 全域
景観重要建築物等 該当あり

景観地区 鎌倉・北鎌倉
区域：都市計画課都市計画担当
内容：都市景観課都市景観担当

8 土地区画整理法 土地区画整理事業 岡本・北鎌倉台・深沢
都市計画課都市計画担当
※村岡・深沢地区土地区画整理事業の事業内容は
深沢地域整備課

9 大都市住宅地等供給法 該当なし

10
地方拠点都市地域の整備及び産業業務
施設の再配置の促進に関する法律

指定なし

11 被災市街地復興法 該当なし
12 新住宅市街地開発法 指定なし
13 新都市基盤整備法 指定なし

14
旧公共施設の整備に関連する市街地の
改造に関する法律

該当なし

15
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区
域の整備に関する法律

指定なし

16
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区
域の整備に関する法律

該当なし

17 流通業務市街地の整備に関する法律 指定なし

18 都市再開発法 第一種市街地再開発事業 大船駅東口周辺
区域：都市計画課都市計画担当
内容：市街地整備課

本庁舎3階

19 幹線道路の沿道の整備に関する法律 指定なし
20 集落地域整備法 指定なし

21
密集市街地における防災街区の整備の
促進に関する法律

指定なし

歴史的風致形成建造物 該当なし
歴史的風致維持向上地区計画 該当なし

23 港湾法 指定なし
24 住宅地区改良法 指定なし
25 公有地の拡大の推進に関する法律（公拡法） 公拡法の届出 該当あり 土地利用政策課土地利用調整担当 本庁舎3階
26 農地法 農地転用の届出・許可 該当あり 農業委員会 本庁舎4階

宅地造成工事規制区域 該当あり 開発審査課
特定盛土等規制区域 該当なし 開発審査課

28
マンションの建替え等の円滑化に関する
法律

容積率の特例 該当あり

29 長期優良住宅の普及の促進に関する法 容積率の特例許可 該当あり
30 都市公園法 立体都市公園にかかる一体建物に関する協定 該当なし
31 自然公園法 該当なし

近郊緑地保全区域 該当あり 区域・内容：都市景観課風致担当

近郊緑地特別保全地区 該当あり
区域：都市計画課都市計画担当
内容：都市景観課風致担当

33 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 該当なし
34 都市の低炭素化の促進に関する法律 該当なし
35 水防法 浸水想定区域 該当あり 総合防災課 第3分庁舎2階
36 下水道法 雨水貯留施設管理協定区域 該当なし 下水道河川課下水道担当・河川担当 本庁舎4階

県管理河川 藤沢土木事務所許認可指導課 藤沢合同庁舎
市管理河川 下水道河川課河川担当 本庁舎4階

38 特定都市河川浸水被害対策法 特定都市河川流域 境川流域 藤沢土木事務所許認可指導課 藤沢合同庁舎

39 海岸法 海岸保全区域内での建築等 該当あり
県河川下水道部砂防海岸課
農水課（漁港区域と重複する場合）

藤沢合同庁舎
本庁舎4階

40 津波防災地域づくりに関する法律 津波災害（特別）警戒区域 該当なし
41 砂防法 砂防施設を要する土地の制限 該当あり 藤沢土木事務所許認可指導課 藤沢合同庁舎
42 地すべり等防止法 地すべり防止区域における建築許可 該当なし

43
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関
する法律

急傾斜地崩壊危険区域 該当あり
区域：みどり公園課がけ地対策担当
内容：藤沢土木事務所工務部
河川砂防第二課

本庁舎3階
藤沢合同庁舎

44
土砂災害警戒区域等における土砂災害
防止対策の推進に関する法律

土砂災害（特別）警戒区域 該当あり
区域：みどり公園課がけ地対策担当
内容：藤沢土木事務所工務部
河川砂防第二課

本庁舎3階
藤沢合同庁舎

地域森林計画対象民有林 該当あり みどり公園課みどり担当 本庁舎3階
林地開発許可制度 該当あり
保安林 該当あり

46 森林経営管理法
経営管理集積計画
経営管理実施権配分計画

みどり公園課みどり担当 本庁舎3階

47 道路法 道路予定区域内における行為 該当あり 道水路管理課 本庁舎4階
道水路管理課（市道） 本庁舎4階
藤沢土木事務所道路維持課安全施設担当（県道） 藤沢合同庁舎

49 全国新幹線鉄道整備法 該当なし
50 土地収用法 該当なし

有形文化財・史跡名勝天然記念物 該当あり
周知の埋蔵文化財包蔵地 該当あり

52 航空法 該当なし
53 国土利用計画法（国土法） 国土法の届出 該当あり 土地利用政策課土地利用調整担当 本庁舎3階

54
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
規制に関する法律

該当なし

55 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 土地の形質の変更の届出等 該当あり
56 土壌汚染対策法 用措置区域・形質変更時要届出区域 該当あり
57 都市再生特別措置法 鎌倉市立地適正化計画における届出 該当あり 都市計画課都市計画担当 本庁舎3階
58 地域再生法 該当なし

59
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律

移動等円滑化経路協定 該当なし 建築指導課 本庁舎3階

60 災害対策基本法 指定避難場所 該当あり 総合防災課 第3分庁舎2階
61 東日本大震災復興特別区域法 該当なし

62 大規模災害からの復興に関する法律 該当なし

63
重要施設周辺及び国境離島等における
土地等の利用状況の調査及び利用の規
制等に関する法律

該当なし

27
宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土
規制法）

本庁舎3階

本庁舎3階

地域における歴史的風致の維持及び向
上に関する法律

都市景観課都市景観担当

本庁舎3階

32

22

文化財課

建築指導課

本庁舎3階

横須賀三浦地域県政総合センター
地域農政推進課

横須賀合同庁舎
森林法

該当あり

該当なし踏切道改良促進法48 滞留施設協定

51 文化財保護法 第４分庁舎１階

　※１　利用規約をご確認のうえ、利用に同意いただける場合は、画面下方にある「同意する」をチェックして、ご利用ください。
　※２　表示の切替えから地図上で確認したい都市計画情報をチェックして表示させます。
　　　印刷画面をクリックすると、イメージの出力が可能です。

古都保存法

7 景観法

本資料は、右上の作成日時点の情報です。項目は宅地建物取引業法施行令第3条第1項各号に基づく制限内容等への該当の有無を示しています。重要事項説明書の「法令に基づく制
限」に関する調査にご利用下さい。なお、制限内容等の詳細につきましては担当課にお問い合わせください。

※3　該当なし：鎌倉市では該当しない項目　指定なし：鎌倉市では都市計画に定めのない項目

※1　番号は「宅地建物取引業法施行令」第3条第1項の各号の番号　　※2　法令等の名称は一部略称を使用しています。

横須賀三浦地域県政総合センター　環境部環境課 横須賀合同庁舎

45

首都圏近郊緑地保全法

3

都市緑地法4

37 河川法

◆　鎌倉市　都市計画法、建築基準法その他法令に基づく制限等の調査方法

1 都市計画法

都市計画課都市計画担当
※開発行為許可及び市街化調整区域内の建築許
可は開発審査課、風致地区内の建築行為は都市景
観課風致担当

2 建築基準法

建築指導課

窓口

本庁舎3階

◆ 鎌倉市都市計画情報提供サービスで調査できる制限内容

【鎌倉市における都市計画等による制限】

■ 区域区分：市街化区域／市街化調整区域

■ 地域地区：用途地域（法定建ぺい率／容積率）・高度地区・高度利用地区・防火地域又は準防火地域・景観地区・風致地区

・歴史的風土特別保存地区・特別緑地保全地区・近郊緑地特別保全地区・生産緑地地区

■ 都市施設・市街地再開発事業等：都市計画道路・河川・公園・緑地・下水道処理場・ポンプ場・ごみ焼却場・ごみ処理場

・し尿処理場・その他の都市施設・土地区画整理事業・市街地再開発事業

■ 地区計画区域 ■ 歴史的風土保存区域・近郊緑地保全区域 ■ 宅地造成工事規制区域 等

※ホームページに掲載されている『注意書き』等に同意の上、ご利用下さい。また、最新の情報は都市計画課にご確認くだ

さい。

◆ ハザードマップ・避難所マップの公開

■『ホームページトップ→地図情報→防災→鎌倉市防災情報マップ地図情報公開サービス(外部サイトへのリンク)』のページから

ご確認

いただけます。詳細は、総合防災課（第３分庁舎２階）まで。

◆ 史跡・周知の埋蔵文化財包蔵地遺跡地図の公開

■『ホームページトップ→教育・文化・スポーツ→文化・文化財→史跡・周知の埋蔵文化財包蔵地にかかる届出・申請の手引き』

のページ

◆ 鎌倉市における建築基準法の指定関係

【高さ制限（法第55条、法第56条、法第56条の２、法第58条、法第68条）の一覧表】

※１ 風致地区の場合は、鎌倉市風致地区条例により別途高さの制限（８ｍ、10ｍ、15ｍ）があります。
※２ 工業系建築物（工場、事務所、倉庫）以外の建築物は20ｍです。
※３ 日影図は､北緯35度30分又は建築地の緯度、経度は建築地の経度で作成してください。（国土地理院の地図等を参照してください。）
※４ 平均地盤面からの高さとは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さです。

「かまくらわが街マップ（外

部サイトへリンク）」をク

リック ※1

確認したい場所を「住所」、「目

標物」、「地図」から検索 ※2

法第20条 令第86条第3項
（積雪荷重）

垂直積雪量 33ｃｍ ただし、国が定める垂直積雪量の算定方法により算定された数値が33ｃｍ未満の
ときは、当該算定された数値とすることができます。

法第22条（屋根） 市内全域（防火地域、準防火地域除く）
法第46条（壁面線の指定） なし（風致地区及び一部の地区計画又は建築協定区域内では壁面後退距離の規定あり）
法第53条第3項第二号
（建ぺい率の緩和）

鎌倉市建築基準法の施行に関する規則第11条を確認ください（風致地区内では実質使えません。）

法第53条の2
（建築物の敷地面積）

なし（開発事業における手続及び基準等に関する条例による一定規模以上の開発事業の場合、地区計画、建
築協定、自主まちづくり計画などで別途定めている場合があります。）

20ｍ

25ｍ

敷地境界線からの水
平距離が５ｍを超える
１０ｍ以内の範囲にお

ける日影時間

敷地境界線からの水
平距離が１０ｍを超え
る範囲における日影

時間

軒の高さが７ｍを超える建築物ま
たは地階を除く階数が３以上の
建築物

1.5ｍ （１） ３時間 ２時間
(80/40)

第一種低層住居専用地域
10ｍ 20ｍ 1.25 ５ｍ 1.25

高さが10ｍを超える建築物 ４ｍ （２） ４時間 ２.５時間

高さが10ｍを超える建築物 ４ｍ （２） ５時間

４ｍ （２） ５時間 ３時間
(200/60)

工業地域
(200/60)

2.5

(200/80)(300/80)

商業地域
1.5

(400/80)(600/80)

準工業地域
高さが10ｍを超える建築物

３時間

(200/60)

第二種住居地域
(200/60)

準住居地域
(200/60)

近隣商業地域
20ｍ 1.5

20ｍ 1.5

31ｍ

建築物の各部分の高さ（法第56条）

(法第55条)

(15m)

高度地区
(法第58条)

景観地区
(法第68条)

20ｍ 1.25 20ｍ 1.25

適用距離 勾配 立上がり 勾配 立上がり 勾配

道路斜線 隣地斜線 北側斜線

最高高さ限度

15m

15m

15m
(第１種)

20m
(第２種)

15m,20m
(第１種,第２種)

工業専用地域
(200/60)

第一種中高層住居専用地域
(100/40)(150/60)(200/60)

第二種中高層住居専用地域
(200/60)

第一種住居地域

20ｍ 1.25 20ｍ 1.25市街化調整区域
(80/40)(100/50)

15m

日影規制(法第56条の２・別表第４)

制限を受ける建築物
平均地盤か
らの高さ

31m
(第４種)

31m
(第３種)

31m
(第３種,第４種)

31m
(第４種)

15m

高さ制限
※１

※２

※２

※３

※４

用途地域
（容積率／建ぺい率）

ホームページを下にスクロール

「かまくらわが街マップ」をク



◆　鎌倉市　開発・建築・設計業務に係る相談窓口一覧 令和６年８月19日現在
内容（根拠法令等） 窓　口 内容（根拠法令等） 窓　口

★ □ 500㎡以上の土地に関する開発行為又は建築

★ □ 300㎡以上500㎡未満の土地に関する区画の分割

★ □ ワンルーム建築物の建築

□ 建築物の高さが12ｍを超えるもの又は階数が４以上のものの建築

□ 葬祭場の建築

★ □ 開発行為許可 都市計画法第29条 □ 大規模土地取引行為の届出 鎌倉市まちづくり条例

★ □ 宅地造成工事規制区域内における許可 宅地造成等規制法第8条 □ 公拡法に基づく届出・申出について 公有地の拡大の推進に関する法律第4条、第5条

★ □ 開発登録簿の閲覧等 開発登録簿の閲覧・写し □ 国土法に基づく土地売買等届出 国土利用計画法第23条

□ 農地法の届出・許可 農地法第3条～第5条 農業委員会事務局（本庁舎4階）

□ 紛争の予防及び調整 鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例

 ②都市調整課（本庁舎3階） □ 携帯電話等中継基地局の設置 鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例

□ 市境の確認

□ 住居表示地区における届出 鎌倉市住居表示に関する条例

□ 特定建設作業の届出 騒音規制法第14条・振動規制法第14条 環境保全課（本庁舎1階）

※　開発事業等が伴うご相談は、まず上記の窓口にお問い合わせください。

建築基準法に関する制限等 □ 土地の寄附に関する相談
土地利用政策課まちづくり政策担当
（本庁舎3階）

鎌倉市建築基準条例に関する制限等 □ 都市計画証明（用途地域の証明等）の発行
都市計画課都市計画担当
（本庁舎3階）

建築基準法の施行に関する規則  □ 駐車場法に基づく路外駐車場の設置・変更等の届出
都市計画課交通政策担当
（本庁舎3階）

★ □ 建築計画概要書の閲覧等 建築計画概要書の閲覧・写しの交付

★ □ 建築確認申請台帳等記載事項証明書の交付 建築確認申請台帳等記載事項証明書の交付

★ □ 建築基準法の道路相談 建築基準法の道路種類等の確認

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例

□ 長期優良住宅の認定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 □ 地域森林計画対象民有林における所有者変更の届出及び伐採等の届出 森林法

□ 省エネ法届出 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

□ 低炭素建築物新築等計画の認定 都市の低炭素化の促進に関する法律

□ 建設リサイクル法の届出 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 □ 市道・水路等の境界確定 区域の決定等

□ 鎌倉市道の占用許可・承認工事 鎌倉市道路占用条例 道水路管理課（本庁舎４階）

□ 史跡指定地内、埋蔵文化財包蔵地内行為の許可・届出 文化財保護法 文化財課（第４分庁舎１階）

□ 住宅等の耐震に関する相談・補助申請 鎌倉市耐震改修促進計画

□ 雨水・汚水の放流接続先、施工方法等

□ 公共下水道供用開始区域の確認

□ 公共下水道台帳の閲覧 下水道法

□ 事業場からの排水（特定施設･除害施設の設置等）について 下水道法、鎌倉市下水道条例
山崎浄化センター 住所：山崎354-2
TEL:0467-46-8001

□ 生産緑地地区の指定・解除等に係る相談 生産緑地法 □ 急傾斜地崩壊危険区域等の確認 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

★ □ 地区計画区域内における建築等の届出 都市計画法第58条の２

★ □ 都市計画施設内における建築等の許可申請 都市計画法第53条・第65条

★ □ 風致地区内における建築の許可申請 鎌倉市風致地区条例

□ 近郊緑地保全区域内の建築行為等の届出 首都圏近郊緑地保全法

□ 特別緑地保全地区及び近郊緑地特別保全地区内の建築行為等の許可 都市緑地法第14条

□ 歴史的風土保存区域内の建築行為等の届出

□ 歴史的風土特別保存地区内の行為について

★ □ 景観地区における建築物の計画の認定申請 景観法第63条

□ 景観計画区域内行為の届出 景観法第16条

★ □ 景観形成地区内行為の届出 鎌倉市都市景観条例

★ □ 市街化調整区域における建築許可等 都市計画法第43条 開発審査課（本庁舎3階）

□ パチンコ店等の建築等に係る届出・協議 鎌倉市パチンコ店等の建築等の規制に関する条例 青少年課（本庁舎1階）

　　　　【鎌倉市役所】 □ 病院の開設・変更・廃止等の届出 医療法第7条ほか

□ 旅館業の許可 旅館業法第3条

□ 飲食店の営業許可・食品等販売の届出 食品衛生法第52条ほか

手続等一覧

開発審査課（本庁舎3階）

墓地、埋葬等に関する法律・鎌倉市墓地等の経
営の許可等に関する条例

手続等一覧

江ノ島電鉄付近における工事の事前協議□

ピア（橋脚）付近における建築物の建築等湘南モノレール付近における工事の事前協議□

電波法

①土地利用政策課土地利用調整
担当
（本庁舎3階）
②都市調整課
（本庁舎3階）

①鎌倉市まちづくり条例
②鎌倉市開発事業における手続及び基準等に
関する条例

都市調整課（本庁舎3階）
開発審査課（本庁舎3階）

電波伝搬障害防止区域の確認□

土
地
取
引

都市計画法第32条

環境保全課（本庁舎1階）

開発行為に係る公共施設管理者の同意□★開
発
事
業
等

①鎌倉市まちづくり条例
②鎌倉市特定土地利用における手続及び基準
等に関する条例

高圧送電線付近における工事の事前協議□

コインパーキングの設置□

都市計画情報の確認□★

浄化槽設置の届出□
浄化槽法（建築時以外の届出先：神奈川県鎌倉
保健福祉事務所）

建築に関する一般相談

鎌倉市まちづくり条例第13条・第14条

建築物等のバリアフリーの認定・協議

横浜地方法務局湘南支局
住所：藤沢市辻堂神台2-2-3
TEL：0466-35-4620

※　本資料は、右上の作成日時点の情報です。項目は、鎌倉市において、開発・建築・設計業務を行われる際の相談窓口のうち、問い合わせの多いもの
を示しています。開発・建築・設計業務に係わるすべての業務を示したものではありませんので、詳細は担当窓口までお問い合わせください。

高度地区の適用除外に関する諮問
一定規模以上（30,000㎡）以上の開発行為の報告

□

建
築
・
設
計
（

外
部
）

そ
の
他
（

外
部
）

道水路調査課（本庁舎4階）

□

建
築
・
設
計

□

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す
る法律（風営法）第3条

下水道法鎌倉市下水道条例

鎌倉市狭あい道路拡幅整備に関する取扱基準
及び同運用指針

土砂災害（特別）警戒区域等の確認□

林地開発許可に係る事項

風営法の許可

□
300㎡以上の土地に関する特定斜面地の宅地造成又は斜地建
築物の建築

土地利用政策課土地利用調整担当
（本庁舎3階）

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対
策の推進に関する法律

みどり公園課がけ地対策担当
（本庁舎3階）

財務省関東財務局横浜財務事務所
TEL：045-681-0931

区域の確定・払い下げ等

古都における歴史的風土の保存に関する特別
措置法

鎌倉市都市計画審議会条例

★ □

東日本旅客鉄道㈱給電技術ｾﾝﾀｰ
 新鶴見給電ﾒﾝﾃﾅﾝｽｾﾝﾀｰ
TEL：045-571-2738

市民課（本庁舎1階）

保存樹木等及び緑地保全契約の有無・緑地保全推進地区の
指定の有無・保全配慮地区及び緑化重点地区の設定の有無
の確認

江ノ島電鉄㈱鉄道部施設課
TEL:0466-24-6111

鉄道敷付近における建築物の建築等

みどり公園課みどり担当
（本庁舎3階）

□

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対
策の推進に関する法律第10条

土砂災害特別警戒区域内の行為の許可

不動産登記法

□

受益者負担金・受益者分担金の賦課状況

□

□

保安林の指定の有無の確認

4m未満の公道に面する敷地の道路後退部分の寄附または買
上げによる道路整備

国有地の確認等□

その他の特定土地利用□

消防法に関する相談□

□
土地利用政策課まちづくり政策担当
（本庁舎3階）

土地利用政策課①土地利用調整担当
②まちづくり政策担当（本庁舎3階）

□

地域共生課（本庁舎1階）

建築指導課（※住民協定の一部は
都市計画課）（本庁舎3階）

公的不動産活用課財産管理担当
（本庁舎2階）

境界確定・払下げ等市有地の確認等

神奈川県藤沢土木事務所
許認可指導課
住所：藤沢市鵠沼石上2-7-1
TEL：0466-26-2111

急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可

鎌倉都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
鎌倉市公共下水道事業受益者分担に関する条例

都市景観課都市景観担当
（本庁舎3階）

□

神奈川県横須賀三浦地域県政総合
センター　地域農政推進課
住所：横須賀市日の出町2-9-19
ＴＥＬ：046-823-0210

森林法

神奈川県鎌倉保健福祉事務所
住所：鎌倉市由比ガ浜2-16-13
TEL：0467-24-3900

□

建築協定（建築基準法第69条・鎌倉市建築協定
条例）、住民協定（協定書）

消防法

不動産登記情報の取得・登記にかかる相談

鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例
鎌倉市緑地保全事業推進要綱
都市緑地法、鎌倉市緑の基本計画

下水道経営課（本庁舎4階）

湘南ﾓﾉﾚｰﾙ㈱技術部
施設保線区　TEL:0467-45-3387

総務省関東総合通信局
無線通信部陸上第一課
TEL:03-6238-1763

神奈川県鎌倉警察署生活安全課
住所：由比ガ浜2-11-26
TEL：0467-23-0110

神奈川県藤沢土木事務所許認可指
導課
住所：藤沢市鵠沼石上2-7-1
TEL：0466-26-2111
農水課（本庁舎1階）

海岸法第8条
海岸保全区域における行為の制限
（漁港区域と重複する部分は産業振興課）

□

□

□

神奈川県鎌倉水道営業所
住所：御成町12－18
TEL：0467-22-6200

水道管の埋設状況の調査上水道について

都市計画課都市計画担当
（※鎌倉市地区計画の区域内にお
ける建築物の制限に関する条例に
ついては建築指導課）
(本庁舎3階）

※　★印は特に問い合わせの多い項目になります。

※　法令等の名称は一部略称を使用しています。

墓地・動物霊園の設置□

　　　　　　　　〒248-8686　鎌倉市御成町18-10　　TEL：0467-23-3000（代表）

消防本部予防課予防担当
住所：大船3-5-10
TEL:0467-44-0963

JR送電線

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱
藤沢支社送電保守ｸﾞﾙｰﾌﾟ
TEL：0467-47-5333

★

★

東京電力送電線

都市景観課風致担当（本庁舎3階）

建築指導課（本庁舎3階）

建
築
・
設
計
（

外
部
）

□ ＪＲ東日本付近における工事の事前協議
東日本旅客鉄道株式会社横浜支社
横浜土木技術センター
TEL：045-565-5261

建築協定、住民協定の確認

自主まちづくり計画・協定の確認

□

□

都市景観課都市景観担当
（本庁舎3階）

鎌倉市屋外広告物条例屋外広告物の表示または設置の許可□

そ
の
他

区域区分、用途地域、高度地区、景観地区、風
致地区、都市施設等の位置及び範囲の確認

①土地利用政策課土地利用調整
担当（本庁舎3階）
②都市計画課交通政策担当・交通
安全担当（本庁舎３階）


